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周 　
知

第 1 回寝具類等洗濯乾燥
消毒サービス事業

在宅で寝たきりなどの状態にある 65
歳以上の高齢者や、一人暮らしの高
齢者の寝具類を洗濯・乾燥・消毒し
ます。
●対象者
①在宅で要介護認定が要介護 4 以上
　と判定された方
②65歳以上の一人暮らしの高齢者で、
　近親者（子）が市内にいない方
③在宅の寝たきり重度身体障害者
●内容
①市で契約しているクリーニング事
　業者が市内を巡回します。申請者
　の自宅から寝具類を回収し、洗濯・
　乾燥・消毒して 1 週間後にお届け
　します。
②利用料は無料です。ただし、利用
　できるサービスの上限額は、12,000
　円です。( 敷き布団・掛け布団・毛布  
　など、1 品目 2 点まで申請できます )
●利用方法
　利用したい方は申請が必要です。申
　請窓口は、保健福祉部高齢福祉課、
　各行政局市民係、各出張所で受け付
　けています。
●申請受付期間
　５月８日（月）～ 24 日（水）
　平日の午前8時30分～午後5時15分
●回収・返却は地区別に行います。
※申請状況により、日程を調整します。
問・申保健福祉部 高齢福祉課 
　　　(82-1115
　　　各行政局市民係・出張所

高齢ドライバーの皆さん！
ご存じですか？運転免許証の自主返納支援事業

「令和５年度 介護・看護の合同職場説明会 in たむら」のお知らせ
　ハローワーク郡山は 5 月 26 日午後１時 30 分から、田村市の船引公民館で、田村市・三春町・小野町の介護・看
護職の合同職場説明会を開催します。事業所の担当者から直接話を聞け、希望者は個別面談もできる貴重な機会です。
事業所は 4 社参加予定です。未経験・無資格者でも応募できる求人がありますので、ぜひご参加ください。
●日時　５月 26 日（金）午後 1 時 30 分～午後 4 時
●場所　田村市　船引公民館　２階　ホール（田村市船引町船引字南元町 28 番地）
●定員　30 人
●申込方法　事前予約制。ハローワーク郡山の窓口、またはお電話にてお申し込みください。
問ハローワーク郡山 職業相談第一部門(024-942-8609（41 ♯）

周 　
知

葉たばこ用環境負荷低減
マルチの支援

市では、葉たばこ生産作業の軽減化
と環境に優しい生産体制を構築する
ため、環境負荷低減マルチを購入す
る農家へ、南東北たばこ耕作組合を
通して購入金額の約２割を支援して
います。（※購入者が市税を正しく
納めている等の諸条件があります）。
個人で購入を予定している方は、個
別に相談をお受けしますので、下記
までご連絡ください。
問産業部農林課(81-2511

周 　
知

葉たばこ畑の土壌消毒剤
の支援

市では、葉たばこの立枯病など病害
の発生を防止し生産の向上を図るた
め、畑の土壌消毒剤を購入する農家
へ、南東北たばこ耕作組合を通して
購入金額の約２割を支援していま
す。（※購入者が市税を正しく納め
ている等の諸条件があります）。
個人で購入を予定している方は、個
別に相談をお受けしますので、下記
までご連絡ください。
問産業部農林課(81-2511

周 　
知

森林公園キャンプ場の
受付窓口について

5 月末で船引児童館が市子育て支援
センターに移転するため、キャンプ
場受付窓口の名称が変わります。な
お、受付窓口は引き続き同施設内で
行えます。
・変更時期　6 月
・変更後の名称
　片曽根山森林公園施設管理棟
問産業部農林課(81-2511

周 　
知

6 月 1 日は
「人権擁護委員の日」

６月１日は、人権擁護委員法が施行
された日です。法務省と全国人権擁
護委員連合会は、人権擁護委員法が
施行された日を記念して、毎年６月
１日を「人権擁護委員の日」と定め、
６月１日を中心に、人権擁護委員が
皆さんの町で特設人権相談所を開設
し、人権相談に応じるなど、全国的
な啓発活動を実施しています。
◆特設相談所
　（午前10時～午後3時）
・6 月 6 日（火）
　市役所　1 階 102 会議室
・６月 14 日（水）
　大越行政局
　相談は無料で、秘密は厳守します。
　困りごとや悩みごとなどお気軽に
　ご相談ください。人権擁護委員の
　日に限らず、電話相談を実施して
　いますので、悩みごとがありまし
　たら下記のダイヤルにお電話くだ
　さい。
●みんなの人権 110 番
　(0570-003-110
●子どもの人権 110 番
　(0120-007-110
●女性の人権ホットライン
　(0570-070-810

周 　
知

市水道をご利用の方へ

水道料金を算出するメーター器は、使用期限が定められているため、定期的
に交換しています。
《メーター交換》
交換は上下水道課で委託する業者が行います。交換工事に立ち合う必要はあ
りません。メーター器交換後は、「メーター交換のお知らせ」をポスト等に
投函します。敷地内での作業となるため、ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
問上下水道課(82-1527

周 　
知

地域の活性化・課題解決
を支援します！

地域の課題解決に向け、市民活動団
体などの創意工夫した取り組みや、
市民が参画する新たな取り組みに対
し、活動資金の一部を支援します。
【協働のまちづくり支援事業補助金】
●対象者
　規約・会則などを持った 5 人以上
　で組織されたまちづくり団体
●補助対象事業
　公共性・公益性があり、地域活性
　化や課題解決に向けて新たに取り
　組む事業で、年度内に完了するも
　の
●補助内容
　・1 年目：対象経費の 3/4 以内で
　　　　　　上限 30 万円
　・2 年目：対象経費の 1/2 以内で
　　　　　　上限 20 万円
【地域づくり応援事業補助金】
●対象者
　規約・会則などを持った 5 人以上
　で組織された地域づくり団体
●補助対象事業
　新たに取り組む地域づくり事業で
　年度内に完了するもの
●補助内容
　対象経費の 9/10 で上限 10 万円

【共通事項】
5 月 8 日（月）より募集を開始します。
事業を開始する 2 カ月前に事業提案
書を提出してください。応募前にご
相談ください。詳しい内容は、ホー
ムページをご覧ください。
問総務部 企画調整課(61-7615

周 　
知

学生は年金保険料を
猶予できます

「学生納付特例制度」
国民年金は 20 歳以上であれば学生も
加入しなければなりませんが、学生
本人の所得が一定額以下の場合、国
民年金保険料の納付が猶予されます。
この制度を利用すると、将来の年金
の受給権の確保だけでなく、万が一
の事故などで障害を負った時の障害
基礎年金の受給資格も確保できます。
制度の承認期間は４月から翌年３月
まで。次のものを持参のうえ、市民課、
行政局、出張所に申請してください。
・在学証明書または学生証の写し
問市民部 市民課(82-1112

周 　
知

子育てに関する受付窓口
が一部変わりました

下記の受付窓口が、子育て支援セン
ターに変わりました。
①妊娠届、母子手帳の発行
②妊娠、出産に関するお問い合わせ
③子育てに関する相談
※身長・体重計測コーナーも子育て
　支援センター内に移設しました。
※子どもの予防接種受付は、引き続
　きこども未来課で行います。
問田村市子育て支援センター
　(82-1510
子育て支援センター HP は
こちら▶︎

募 　
集

令和５年度 福島県奨学生を募集します

福島県は、高等学校・専修学校（高等課程）在学者を対象とした福島県奨学
生を募集しています。募集内容、応募資格などの詳細は、在学している学校
または福島県教育庁高校教育課へお問い合わせください。
●貸与月額【高等学校・専修学校（高等課程）】

●申込期限　６月 30 日（金）
問福島県教育庁高校教育課 奨学基金担当(024-521-7775

区分 国公立 私立

自宅通学 18,000円 30,000 円

自宅外通学 23,000円 35,000 円

　高齢者の運転による重大事故が増えています。市では、高齢者の交通事故防止対策として、運転免許証を自主返納
された方への支援事業を実施しています。
◆支援対象者
　・市に住民登録のある、70 歳以上の方（自主返納日および申請日時点）
　・有効期間内の全ての運転免許証を自主返納した方（有効期限の切れた方は対象となりません）
　・自主返納日から 6 カ月以内に申請した方
◆支援内容
　・市デマンドタクシー利用券　5,000 円分　※市内共通（有効期限１年間）
　・Suica カード（JR 東日本）　5,000 円分　※カード作成料 500 円を含む
　・Noruca カード（福島交通）　5,000 円分  ※カード作成料 500 円を含む
　※上記のうちから１つを選択し、対象者１人につき１回のみ交付します。
◆申請方法
　①田村警察署管内の交番・駐在所もしくは自動車運転免許センターで「申請による運転免許証の取消手続（自主返
　　納）」の申請を行います。（交番・駐在所での申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。）
　　申請は、本人または代理人が窓口で行いますが、代理人が申請する場合は、委任状等が必要になります。
　②申請後、「申請による運転免許証の取消通知書」が発行されます。
　　返納手続きの際、返納した証明となる「運転経歴証明書」も有料で発行できます。
　③市への申請は、自主返納後に「申請による運転免許証の取消通知書」をご持参のうえ、生活安全課または各行政
　　局、各出張所の窓口で、所定の様式に必要事項を記入して申請してください。
問市民部 生活安全課(82-1116


